
令 和 ８ 年 ７ 月 

茨城県警察本部交通総務課 

ＮＯ．２３ 

〇 歩⾏者(特に子供と高齢者)の保護 
〇 妨害運転や飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 
〇 ⾃転⾞・特定⼩型原動機付⾃転⾞の交通ルールの 
 理解・遵守の徹底 

 

～ 夏の交通事故防止県民運動の実施 ～ 

期   間：令和８年７月１５日(水)～７月２４日(金) 

夏の交通事故防止
県⺠運動 
チラシ 

スローガン：手を挙げて しっかり伝える ｢わたります｣ 

運動の重点 

ハンドサイン運動 
推進中 


